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仕様書 
 

１．件名 

地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所の財物保険契約 

 

２．保険契約基本事項 

（１）保険契約者 

地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所 

 

（２）保険期間 

令和 7 年 7 月 1 日午後 4 時～令和 10 年 7 月 1 日午後 4 時まで （3 年間） 

 

（３）保険料支払方法 

長期一括払（保険料支払猶予特約付帯） 

 

（４）その他 

・本仕様書記載の条件における補償範囲を劣化させる条項は、一切適用しないものと

する。 

・保険仲立人扱いとする。 

・本仕様書の内容に疑義が生じた場合には、地方独立行政法人大阪府立環境農林水産

総合研究所の指示に従うものとする。 

 

３．付属資料 

（１）保険の対象明細書 

（２）敷地内配置図（対象敷地内 3 センター） 

（３）リスク調査レポート 

※付属資料については、地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所総務部財務グル

ープに配布希望の旨連絡があった者に対してのみ、Ｅメールにて配布する。 
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４．保険契約補償条件 

（１）被保険者 

地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所および大阪府 

 

（２）保険の対象 

①地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所が所有するすべての資産 

②大阪府が所有し、地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所が使用・管理

する建物および屋外設備 

※ただし、海上浮遊物件および海中設置物件（水産技術センター内の防波堤、取水設

備）は除く。詳細は別添「保険の対象明細書」のとおり。 

 

（３）契約方式 

①複数敷地内特殊包括契約方式 

対象敷地内：(ｱ)本部・環境と食農の技術センター 

(ｲ)水産技術センター 

(ｳ)生物多様性センター 

②支払限度額方式（ファーストロス方式、実損払） 

 

（４）補償範囲 

○損害保険金（オールリスク補償） 

①火災、落雷、破裂または爆発 

②風災、ひょう災または雪災 

③水災 

④電気的事故または機械的事故（保険の対象であるすべての機械設備が対象） 

⑤その他不測かつ突発的事故 

※ただし、繋留桟橋（水産技術センター）については、以下のみ補償とする。 

①火災、落雷、破裂または爆発 

②風災、ひょう災または雪災 

 

○費用保険金 

①残存物取片づけ費用 

②修理付帯費用 

③損害防止費用 

※失火見舞費用および地震火災費用は対象外 

※臨時費用保険金も不担保とする 
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（５）免責危険 

一般的なオールリスク補償型財物保険約款に定めるものと同等とする。主なものは以

下のとおり。 

①保険契約者または被保険者の故意、重過失または法令違反 

②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の

事変または暴動 

③地震もしくは噴火またはこれらによる津波 

④核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特

性の作用またはこれらの特性による事故 

⑤保険の対象の自然の消耗または劣化によってその部分に生じた損害 

⑥腐食、浸食、キャビテーション等によってその部分に生じた損害 

⑦保険の対象に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣 

⑧テロ行為 

⑨土地の沈下・隆起・移動・これらに類似の地盤変動 

⑩コンピュータの日付誤認識 

 

（６）保険価額評価基準 

再調達基準 

 

（７）総保険金額 

8,878,089 千円（総保険価額 8,878,089 千円（再調達基準）×付保割合 100%） 

詳細は別添「保険の対象明細書」のとおり。 

 

（８）支払限度額/1 事故・複数敷地内単位 

①火災、落雷、破裂または爆発 30 億円 

②風災、ひょう災または雪災 

3 億円 
③水災 

④電気的事故または機械的事故 

⑤その他不測かつ突発的事故 

 

（９）免責金額/1 事故・複数敷地内単位 

5,000 千円 
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（10）自動補償 

①保険期間中途で物件を取得した場合、追加物件を取得した旨の通知がなされない場

合であっても、追加物件の取得日から以下の期間は下記②「自動補償限度額」の範

囲内で自動補償する。 

・ 初年度～2 年目は次期応答日精算まで 

・ 3 年目は保険期間満了日まで 

②自動補償限度額は保険金額の 30%または 50 億円のいずれか低い方とする。 

③追加物件に関わる追加保険料を払い込むことにより、自動補償限度額を復元できる

ものとする。 

 

（11）求償権の不行使 

当研究所の職員、パートタイマー、アルバイト（学生含む）、派遣社員、当研究所の

業務または研究に従事する者（臨時雇も含む）、共同研究者に対する求償権は不行使

とする。 

 

以上 
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 別 紙  

 

《過去の保険金請求履歴》 

対象期間： 過去 5 年間：2019 年 1 月 1 日～2024 年 12 月 31 日 

 

 

  

以上 


